
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6年能登半島地震により被災した方の入学手続について 

 

 

令和 6年能登半島地震に係る災害で被害に遭われた方々には、心よりお見舞い申し上げます。 

この度の地震により、インターネットが使用できず Web 入学手続を行うことができない、入学料を

支払うことが困難等、入学手続を期間内に完了することが難しい方は、下記担当までご相談ください。 

 

 

 本件担当  

京都工芸繊維大学 

学務課 学務企画係 

TEL: 075-724-7123、7133 

Email: gakumu@jim.kit.ac.jp 



入学手続及び入学案内 
 

令和 6年度 学部入試用 
 

 

● 入学手続期間（窓口での受付は最終日のみ実施します。） 

ご自身が受験した入試区分を確認の上、手続を行ってください。 

入試区分 合格者発表日 入学手続期間 

私費外国人留学生入試 
令和 5年 

9月 6日(水) 

令和 6年 2月 10日(土) 

～令和 6年 2月 19日(月)17時 

ダビンチ入試（総合型選抜） 
令和 5年 

11月 15日(水) 

令和 5年 11月 16日(木) 

～令和 5年 11月 22日(水)17時 

学校推薦型選抜 

〈一般プログラム〉 
令和 6年 

2月 9日(金) 

令和 6年 2月 10日(土) 

～令和 6年 2月 19日(月)17時 
学校推薦型選抜 

〈地域創生 Tech Program〉 

一般選抜（前期日程） 
令和 6年 

3月 6日(水) 

令和 6年 3月 7日(木) 

～令和 6年 3月 15日(金)17時 

一般選抜（後期日程） 
令和 6年 

3月 22日(金) 

令和 6年 3月 23日(土) 

～令和 6年 3月 27日(水)17時 

 

※ 入学を辞退される方も、Ｗｅｂ入学手続の専用サイトでの入学辞退の入力が必要です。 

（Ｗｅｂ入学手続の入力方法については、本誌 5ページを参照してください。） 

 

 



 

目  次 

【１】入学手続について ................................................................................................... 1 

（１） 入学手続の流れについて ....................................................................................... 1 

手順１ 入学手続書類の作成・提出 ............................................................................... 2 

手順２ Ｗｅｂ入学手続 .............................................................................................. 5 

手順３ 入学料及び学研災等保険料の納入 .................................................................... 11 

（２） 入学辞退について .............................................................................................. 15 

（３） 新入生（１年次生）の既修得単位の認定について（希望者のみ） .............................. 16 

（４） 既修得単位の他、認定の対象になるもの ................................................................ 17 

【２】その他の手続について ........................................................................................... 18 

（１） 入学料・授業料の免除及び徴収猶予について.......................................................... 18 

（２） 奨学金について ................................................................................................. 20 

（３） 通学について .................................................................................................... 21 

（４） 住まいについて ................................................................................................. 23 

（５） アルバイトの紹介について .................................................................................. 23 

【３】個人情報の利用について ........................................................................................ 24 

（１） 入学手続を通じて取得した個人情報の利用について ................................................ 24 

（２） 保証人への成績通知について ............................................................................... 24 

【４】障害等を理由とする修学上の支援について ................................................................ 24 

【５】京都工芸繊維大学案内図（松ヶ崎キャンパス） .......................................................... 25 

【６】入学宣誓式等の日程について .................................................................................. 26 

【７】パソコンとインターネット環境の準備について .......................................................... 26 

【８】よくあるお問合せについて ..................................................................................... 26 

【９】問合せ先一覧 ....................................................................................................... 27 

 



 

- 1 - 

【１】入学手続について 

入学手続については、この「入学手続及び入学案内」冊子をお読みいただき、下記（１）をご参照

の上、入学手続期限までに確実に行われますようお願いします。 

なお、入学手続期限までに全ての手続が完了しなかった場合は、本学への入学を辞退したものとし

て取り扱いますので、ご注意願います。 

 

（１）入学手続の流れについて 

入学手続は、次の手順１～３全て及びその他必要書類の提出を指定の期間内に行うことで完了しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１） 入学料及び学研災等保険料の納入に必要な情報は、 手順２ Ｗｅｂ入力手続 を完了後に

本Ｗｅｂ入学手続にて登録した学生本人のメールアドレス宛に自動送信されます。支払い

手続の詳細については、11ページをご確認ください。 

 

（注２） 手順２ Ｗｅｂ入学手続 において、高等教育の修学支援新制度（入学料免除・授業料免除）

または入学料徴収猶予の申請を行う場合は、入学料を入金せずに、学研災等保険料のみを

納入してください。高等教育の修学支援新制度（入学料免除・授業料免除）及び入学料徴

収猶予の申請手続の詳細については、18ページをご連絡ください。 

 

（注３） 学研災等保険料の詳細については、12ページをご確認ください。 

 

（注４） その他必要書類の詳細については、2ページ及び 3ページをご確認ください。 
  

その他必要書類の提出 

（注４） 

 
手順２ Ｗｅｂ入学手続 

手順１ 入学手続書類の作成・提出 

 

手順３ 入学料及び学研災等保険料の納入 

（注１）（注２）（注３） 

表紙に記載の入学手続期間に終えるべき手順 

令和 6年 3月 27日(水)までに終えるべき手順 
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手順１ 入学手続書類の作成・提出 

 

① 提出書類及び提出期限一覧 
 

下記の書類を提出期限までに提出してください。なお、出願時に提出済みの書類については、再提

出の必要はありません。 

提出書類 提出期限 

(ア) 保証書 

各入試区分の入学手続最終日 

【17時本学必着】 

（表紙参照） 

(イ) 
在留カード（表裏両面の写し） 

※外国人留学生のみ 

（ウ） 
大学入学共通テスト受験票 

※学校推薦型選抜及び一般選抜合格者のみ 

(エ) 
大学入学共通テスト受験番号確認票 

※ダビンチ入試（総合型選抜）合格者のみ 
令和 5年 12月 21日(木) 

（オ） 入学資格確認の証明書（卒業証明書等） 
令和 6年 3月 27日（水） 

【17時本学必着】 
（カ） 

新入生（1年次生）の既修得単位認定関係書類 

※希望者のみ 

※ 提出書類（ア）～（カ）の詳細については、3ページをご確認ください。 

 

【外国人留学生への注意事項】 

日本政府（文部科学省）奨学金留学生（国費留学生）または、外国政府派遣留学生の方は、入学

手続をするときに、国際課 留学生係（TEL：（075）724-7131）まで入学の意思をご連絡ください。 

 

 

② 入学手続書類の作成、提出における注意事項 
 
書類の作成に当たっては、黒インクまたは黒のボ－ルペンにより、書体は楷書（略字や当て字は不

可）、数字は算用数字を用いてください。提出書類別の注意事項については、3ページをご確認くださ

い。その他、提出書類に関する質問は下記問合せ先へご連絡ください。 

 

 問合せ先  

（ア）～（オ）について 学務課 学務企画係 TEL：（075）724-7133、7123 

（カ）について     学務課 学部教務係  TEL：（075）724-7222、7718 
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● 提出書類別の注意事項 

（ア）保証書 

合格通知に同封の様式を用いて、保証人が自筆してください。 

保証人は、父母又は兄姉等で独立した生計を営み、確実に保証人としての責務を果たすことができる

人にしてください。日付は保証人が保証を引き受けた日を記入してください。 

記入事項を間違えた場合は、該当箇所を２本線で消してください。（修正液、インク消し、砂消しゴ

ム等は使用しないでください。） 

（イ）在留カード（表裏両面の写し） ※外国人留学生のみ 

提出期日の時点で在留カードを持っていない場合には、学務課学務企画係へ連絡の上、入手次第速や

かに提出してください。 

（ウ）大学入学共通テスト受験票 ※学校推薦型選抜及び一般選抜合格者のみ 

必ず原紙を提出してください。 

なお、提出された受験票は、令和 6年 4月上旬の入学宣誓式後に返還します。3月中の返還を希望さ

れる方には入学手続終了後に返送しますので、受験票の提出時に、返送用として 84円切手を貼った

定形封筒［長形３号（縦 23.5cm×横 12cm）（返送先の住所、氏名を記入したもの）］を同封してくだ

さい。（返信用封筒に 84円切手の貼付漏れ等不備があった場合、返送はいたしかねます。） 

入学手続期間最終日に学務課窓口で入学手続書類を提出される場合にはその場で返還しますので、

返信用封筒の準備は必要ありません。 

（エ）大学入学共通テスト受験番号確認票 ※ダビンチ入試（総合型選抜）合格者のみ 

合格通知に同封の様式を用いて作成してください。 

大学入学共通テストに出願していない方も、氏名までのご記入と各欄に×をご記入の上、必ず提出し

てください。大学入学共通テストに出願している方は、大学入学共通テスト受験票のコピーも併せて

提出願います。(提出時、顔写真の貼付は不要です。) 

（オ）入学資格確認の証明書（卒業証明書等） 

高等学校の卒業証明書（原本）を提出してください。高等学校卒業以外の人は、これに代わる証明書

（原本）を提出してください。 

なお、出願時に上記の証明書を提出し、変更がない場合は再提出の必要はありません。 

（カ）新入生（1年次生）の既修得単位認定関係書類 ※希望者のみ 

(ａ) 

出身学校等の 

学業成績証明書（１部） 
 

科目等履修生の場合は 

単位修得証明書（１部） 

・原本（コピー不可。） 

(ｂ) 

既修得単位の科目の講義内容が 

詳述されている｢シラバス｣、 

｢履修要項｣等の冊子 

・コピー、Ｗｅｂページを印刷したものでも可。 

（単位認定の希望科目のみ提出してください。） 

・冊子等がなければ認定できない場合があります。 

冊子等は単位認定審査後に返却します。 
  

詳細については 16ページを参照の上、提出してください。認定を願い出ることができるのは、入学

時のこの時期だけですので、留意してください。 
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③ 提出期間及び提出方法（提出書類(ア)～(ウ)について） 

 

下記いずれかの方法で入学手続書類を提出してください。なお、原則郵送での提出をお願いいたし

ます。窓口での提出は、各入試区分の入学手続期間最終日のみ受け付けます。 

 

● 郵送（速達・書留）での提出 

提出期間 各入試区分の入学手続期間（表紙参照）【最終日の 17時本学必着】 

郵送先 
〒606-8585  京都市左京区松ヶ崎橋上町１番地 

        京都工芸繊維大学 学務課  学務企画係 

注意事項 
必ず、合格通知に同封の返信用封筒を使用してください。 

封筒には課程、受験番号、氏名、連絡先（住所・電話番号）を記入してください。 

 

● 窓口での提出（原則郵送での提出をお願いします。） 

受付日時 
各入試区分の入学手続期間最終日 10時～17時 

（これ以外の日時は、窓口での受付はしておりません。） 

受付場所 
センターホール２階 大会議室 

（受付場所については、25ページの案内図を参照してください。） 

 

 

※ 提出書類(エ)～(カ)については、各自で用意した封筒を使用し、指定の期日までに上記郵送先

へ郵送してください。封筒には課程、受験番号、氏名、連絡先（住所・電話番号）を記入して

ください。 

 

※ 提出書類(ア)～(ウ)の提出期間中に提出書類(エ)～(カ)を準備できる場合には、一括で提出し

ても構いません。 
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手順２ Ｗｅｂ入学手続 
 

Ｗｅｂ入学手続にて、「入学する」を登録（本項④）し、「入学料免除または入学料徴収猶予を申請す

る（学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険料のみ納入する）」を選択（本項⑥）した

人が、入学を辞退した場合には、入学料免除等の申請を辞退したものとなり、直ちに入学料の納入

が必要となります。 

 

 Ｗｅｂ入学手続入力期間 
 

各入試区分の入学手続期間（表紙参照） 

 

 Ｗｅｂ入学手続方法 
 

【はじめに】 

迷惑メールの設定をしている場合には、gakumu@jim.kit.ac.jpからのメールを受信できるよう、必ず

事前に設定変更してください。 
 

① Ｗｅｂ入学手続の専用サイトへは、合格通知の同封書類「入学手続について」に記載している URL

または QRコードを読み込んでアクセスしてください。 

※ URLを入力してアクセスする場合は、URLバー（アドレスバー）に入力する必要があります。検索

バーで検索しても表示されませんので、ご注意ください。 
 

② 入学区分・入試区分の欄では、自身が合格した区分を選択してください。IDとパスワードの欄に

は、合格通知の同封書類「入学手続について」に記載されたものを入力してください。 

 

③ 初回ログイン時にはパスワードの変更画面が表示されますので、新しい任意のパスワードを設定

してください。パスワードは再ログイン時に必要ですので、忘れないようにしてください。 

※ 入学料免除・授業料免除・入学料徴収猶予・授業料徴収猶予の申請予定者は、免除等の申請期間

に再ログインする必要があります。 
 

④ 本学への入学の意思を選択してください。 

「入学する」を選択した場合は、⑤以降の画面が表示されますので手続を進めてください。 

「入学を辞退する」を選択した場合は、辞退理由を入力する画面が表示されます。入力内容は、

本学の今後の参考とさせていただきます。 

※ ダビンチ入試（総合型選抜）及び学校推薦型選抜については、募集要項に記載のとおり、原則と

して入学の辞退は認められません。 
  

本学への入学の意思を選択してください 
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⑤ 入学誓書の本文を確認した上で、「入学誓書に同意する。」にチェックを入れてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 入学料の納入について選択してください。 

※ 「入学料免除または入学料徴収猶予を申請する」を選択する場合は、18ページを参照の上、事前

に申請資格や申請手続をよく確認してください。 

※ ここでの回答のみでは、入学料免除（高等教育の修学支援新制度）または入学料徴収猶予の申請

は完了しません。所定の期限までに必要な申請書類を提出してください。 

※ 入学料免除（高等教育の修学支援新制度）や入学料徴収猶予の判定後、結果に基づき指定の期日

までに入学料を支払わない場合は、規則により除籍となりますので、入学料免除または入学料徴

収猶予を申請する人は、免除または徴収猶予が許可されない場合に備えて、あらかじめ入学料を

準備しておいてください。 
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⑦ 学籍データを入力してください。 

下記の学籍データ入力例を参照の上、入力してください。 

なお、入学手続後に現住所・連絡先に変更が生じた場合は、令和 6年 4月上旬の新入生オリエ

ンテーションでご案内する方法に従って、学籍データの変更を行ってください。 

※ [重要]学籍データに入力された情報は、大学から連絡を行う場合に使用します。緊急の際に連絡

がとれるように、電話番号・Ｅメールアドレス等の各項目を必ず入力してください。また、在学

中に各項目の変更があった場合は必ず学籍データの変更を行ってください。 

※ 外国人留学生は、「3-1-1．英文氏名」欄に、在留カード記載のアルファベット氏名を入力して

ください。ただし、在留カード記載の氏名にアルファベット表記がない場合は、パスポート記

載のアルファベット氏名を入力してください。 

※ 出願時とは異なる氏名（旧姓等）の使用を希望する場合は、下記問合せ先へご連絡ください。 

 

 問合せ先  

学務課 学務企画係 TEL：（075）724-7133、7123 E-mail：gakumu@jim.kit.ac.jp 

 

 学籍データ入力例・本人欄 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次項へ続く） 
  

下宿/Renting a room in an apartment 

京都府京都市左京区松ヶ崎橋上町 2-3-5 ヤナギ荘 312 

【電話番号について】 

3-1-5と 3-1-6はどちらかの入力を

必須とし、両方の入力は必須ではあ

りません。 

【Eメールアドレスについて】 

3-1-7と 3-1-8はどちらかの入力を

必須とし、両方の入力は必須ではあ

りません。 
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 学生データ入力例・保証人欄 

※ 「保証書」に記入された保証人の情報を入力してください。 

 

 
  

東京都中野区中央 1-2-345-6 グランドハイツ 601 

164 0011 

父/Father 

松ヶ崎 

一郎 

マツガサキ 

イチロウ 

東京都中野区中央 1-2-345-6 グランドハイツ 601 

164 0011 
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⑧ 通学経路を入力してください。 

入学後の通学経路が確定している場合は、＜入力上の注意＞に従い入力してください。 

未確定の場合は空欄のままで構いません。 

入学手続後に現住所・連絡先に変更が生じた場合は、令和 6年 4月上旬の新入生オリエンテーシ

ョンでご案内する方法に従って、学籍データの変更を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 既修得単位の認定を希望する場合は、「既修得単位の認定を申請する」を選択してください。 

詳細については、16ページを参照してください。 

 

 
  

京都工芸繊維大学 徒歩 松ヶ崎駅 

20 -04-01 

指します。 

松ヶ崎駅 

四条駅 

四条駅 京都市営地下鉄 

徒歩 
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⑩ 入学手続書類の提出方法を選択してください。 

その後、 登録 を押してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

入力内容の最終確認画面が表示されます 

ので、入力内容に誤りがないことを確認 

した上で、 登録完了 を押してください。 

登録完了後は右記の画面が表示されます。 

 

 

この直後に、本Ｗｅｂ入学手続にて登録した学生本人のメールアドレス宛に、入学料等の支払

いバーコード URLが記載されたメールが自動送信されます。支払い手続の詳細については、11

ページを参照してください。 

※ 入学料等の支払いバーコード URLの通知メールが届かない場合には、下記問合せ先へご連絡く

ださい。 

※ Ｗｅｂ入学手続の登録状況については、再ログインして確認してください。下記の画面が表示

されていれば、Ｗｅｂ入学手続は完了しています。なお、登録完了後は、本学へ入学するまで

自身で入力内容を修正することはできません。入学前に誤記の訂正や変更を希望する場合は、

下記問合せ先へご連絡ください。 

 

 

 

 

 問合せ先  

学務課 学務企画係 TEL：（075）724-7133、7123 E-mail：gakumu@jim.kit.ac.jp 
  

20 年 月 日 

20 年 
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手順３ 入学料及び学研災等保険料の納入 
 

① 入学料及び学研災等保険料について 
 

入学手続期間に納入していただく入学料及び学研災等保険料の金額は下記のとおりです。納入

方法については、13ページをご確認ください。 

金 額 内 訳 納入期間 

286,660円 
入学料 282,000円 

学研災等保険料 4,660円 

各入試区分の入学手続期間 

（表紙参照） 

※ 上記金額に加え、別途支払い時の取扱手数料(176円)がかかります。 

 

※ 授業料について（詳細は入学後にご案内します。） 
 

年間の授業料を二期に区分して納入していただきます。納入月は、前学期は 4 月、後学期は 10

月で、各期の納入額は年額の二分の一に相当する額です。 

金 額 備 考 

前(後)学期分の納入額 267,900円 
入学時及び在学中に授業料の改定が行われた

場合、改定時の新授業料が適用されます。 
年 額 535,800円 

 

令和 6年度前学期分の納入方法 

令和 6 年 4 月 20 日頃に学生ご本人へ振込用紙を送付しますので、納期中に金融機関窓口

でお振込みください。 

令和 6年度後学期以降の納入方法 

原則、銀行等の預金口座から自動引落します。自動引落の方法の詳細については、入学後

にご案内します。 

※ 「高等教育の修学支援新制度」または入学料・授業料の徴収猶予を申請し、受理された場合、

その免除等の可否が決定するまでは入学料・授業料の納入が猶予されます。 
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② 学研災等保険について 
 

学生教育研究災害傷害保険（「学研災」）は、学生が被った傷害に対し適用される保険であり、学

研災の付帯保険である学研災付帯賠償責任保険（「学研賠」）は、学生が被った法律上の損害賠償責

任（対人・対物）に対し適用される保険です。共に学生生活を送る上で重要な役割を果たします。 

本学では、「学研災」はＡタイプ＋通学中等傷害危険担保特約（略称「通学特約」）、「学研賠」は

Ａコース学生教育研究賠償責任保険に加入することとしています。 

※ 外国人留学生も加入対象となります。 

 

（ⅰ）学生教育研究災害傷害保険（「学研災」） 

 保険料が支払われる場合（学生本人が傷害を被った場合） 

(ア) 正課中（講義、実験、実習、演習または実技による授業を受けている間） 

(イ) 大学行事に参加している間 

(ウ) （ア）、（イ）以外で大学施設内にいる間（大学が禁じた時間、場所、行為等は除く） 

(エ) 大学へ正規に届け出た課外活動を行っている間 

(オ) 通学中及び大学施設等相互間の移動中 

※ 詳細は、合格通知に同封する「学研災と住まいについて」から該当の QRコードを読み込ん

でご確認ください。 

 

（ⅱ）学研災付帯賠償責任保険（「学研賠」） 

 保険料が支払われる場合（学生の責任により他人の財物を損壊した場合） 

国内外において、学生が正課中、大学行事中及びその往復途中で、他人にケガをさせ、また

他人の財物を損壊したことにより被る法律上の損害賠償を請求された場合（大学が認めた教

育実習、インターンシップを含む） 

※ 詳細は、合格通知に同封する「学研災と住まいについて」から該当の QRコードを読み込ん

でご確認ください。 

※ 学研災付帯賠償責任保険には「示談交渉を代行するサービス」は付帯していません。 

※ この保険は京都府・京都市が定める「自転車損害保険等」には該当しません。 

 

（ⅲ）保険料及び保険期間 

保険料及び保険期間は下記のとおりです。 

保険料 保険期間 

4,660円 
４年 

（令和 6年 4月 1日（月）～令和 10年 3月 31日（金）） 

 

 問合せ先  

学生支援・社会連携課 学生生活係 TEL：（075）724-7144、7147 
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③ 入学料及び学研災等保険料の納入方法 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入学料及び学研災等保険料は、エヌ・ティ・ティ・インターネット株式会社のコンビニ決済サー

ビス「マイペイメント」により納入してください。以下の操作を事前に確認の上、お近くのコンビ

ニエンスストア店舗（ミニストップ、セイコーマート、セブンイレブン、ファミリーマート、ロー

ソン)にてお支払いください。 

※ 支払いは現金のみです。 

※ 支払い金額には、取扱手数料 176円を含みます。 

※ 海外のコンビニエンスストアではマイペイメントでの支払いができませんので、海外在住の

方は、学務課 学務企画係（gakumu@jim.kit.ac.jp）にご連絡ください。 
 

 

＜マイペイメントでの納入の流れ＞ 
 

(ⅰ) 支払いバーコード URLが記載されたメールの受信を確認してください。 

Ｗｅｂ入学手続にて登録した学生本人のメールアドレス宛に、【入学料及び学研災等保険料

用】と【諸費用】の 2 種類の支払いバーコード URL が記載されたメールが、本学学務課

(gakumu@jim.kit.ac.jp)から自動送信されます。 
 

※ Ｗｅｂ入学手続にて「入学料を納入する」以外を選択した学生宛には、【学研災等保険料用】

と【諸費用】の 2種類の支払いバーコード URLが自動送信されます。 

※ 右図が支払いバーコード URLが記載されたメールの 

イメージです。 

※ 支払いバーコード URLは合格者それぞれで異なります。 

他の合格者の支払いバーコード URLでは支払いできません。 

※ 入学料等の支払いバーコード URLの通知メールが届かない場合には、下記問合せ先へご連絡

ください。 

 

 問合せ先  

学務課 学務企画係 TEL：（075）724-7133、7123 E-mail：gakumu@jim.kit.ac.jp 
  

● 入学料及び学研災等保険料の納入についてのご注意 

＊ 本学窓口での現金納入は受け付けておりません。 

＊ 納入された入学料は、いかなる理由があっても返還しません。(本学入学後に「高等教育の修学

支援新制度(「授業料等減免」と「日本学生支援機構の給付奨学金」)」の対象者として認定さ

れる場合を除く。) 

＊ 「高等教育の修学支援新制度(「授業料等減免」と「日本学生支援機構の給付奨学金」)の対象

となる人(入学後に申請予定の人を含む)は、入学手続時に保険料のみ納入し、所定の手続を行

ってください。詳細については 18ページをご確認ください。 

＊ 「高等教育の修学支援新制度」または入学料・授業料の徴収猶予を申請し、受理された場合、

その免除等の可否が決定するまでは入学料・授業料の納入が猶予されます。 

＊ 入学料を納入した場合は、「入学料徴収猶予」の申請はできません。 

＊ 「高等教育の修学支援新制度」「入学料徴収猶予」の申請をした後に入学辞退をした場合には、

入学料免除等の申請を辞退したものとなり、直ちに入学料を納入していただきます。 

＊ 入学手続時に学研災等保険料を納入し、令和 6 年 3 月 31 日（日）までに入学を辞退した場合

は、申出により当該学研災等保険料を返還します。入学辞退に関する手続方法については 15ペ

ージをご確認ください。 

･･････ 

･･････ 
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（ⅱ）2種類の支払いバーコード URLにアクセスして支払いを完了してください。 

支払いは 1 種類ずつ行っていただく必要があります。まずは、お持ちのスマートフォンで、

入学料及び学研災等保険料用の支払いバーコード URL にアクセスしてください。（入学料免

除等の申請者は学研災等保険料用の支払いバーコード URLです。） 

下図のようにマイペイメントの支払い画面が表示されますので、お支払い金額を確認の上、

コンビニエンスストアのレジでバーコードを提示し、現金でお支払いください。 
 

※ バーコードは当日限り有効です。バーコードを表示中に 23：59を超えた場合、再度（ⅰ）の

メールに記載の URLにアクセスし、バーコードを開きなおしてください。 

 支払いバーコード URLアクセス直後の 

マイペイメント画面のイメージ 

 「ＯＫ」をクリックすると表示される 

マイペイメント画面のイメージ 

  

 

1 つ目の支払い完了後、一旦マイペイメントの画面を閉じてください。その後、同じメール

から諸費用の支払いバーコード URLにアクセスしてください。 

諸費については、合格通知に同封の「入学手続時における諸費の納入について」を参照の上、

納入をお願いします。 

 

(ⅲ）再度支払いバーコード URLにアクセスして納入状況を確認してください。 

メールに記載された支払いバーコード URL から再度マイペイメントにアクセスすると、「お

支払い内容」を確認することができます。上図のバーコードの画面ではなく「お支払い内容」

という画面が表示されていれば、入金処理は完了しています。 

 

 

＜マイペイメントでの電子領収書の発行について＞ 

支払い完了日から約 1 週間後、メールに記載された支払いバーコード URL から再度マイペイメ

ントにアクセスすると、「電子領収書作成」のボタンが表示され、各自で電子領収書をダウンロー

ドすることができるようになります。適宜ご利用ください。 

なお、マイペイメントでの電子領収書が発行可能な期間は、支払い完了日から 3か月以内です。

ご留意ください。 
  

20 年 月 日 

20 年 月 日 

円 

※ マイペイメントの画面イメージは本誌作成時点のもので、今後の更新により変更される可能性があります。 
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（２）入学辞退について 

① ダビンチ入試（総合型選抜）合格者の入学辞退 

 

 
 

特別の事情によりやむを得ず入学を辞退する場合は、事前に下記問合せ先に連絡の上、「入学辞退届」

を本学学長宛に作成し、令和 6年 2月 19日(月)(17時必着)までに下記提出先に提出してください。 

※ 電話等、口頭での連絡のみでの入学辞退は受け付けません。 

※ 上記期日までに入学辞退手続が完了しなかった場合、本学及び他の国公立大学・学部（独自 

日程で入学者選抜試験を行う公立大学・学部を除く）を受験しても合格者となりません。 

 

② 学校推薦型選抜合格者の入学辞退 

 

 
 

特別の事情によりやむを得ず入学を辞退する場合は、事前に下記問合せ先に連絡の上、高等学校長が

本学学長宛に作成する「推薦入学辞退願」（様式は任意。必ず辞退する理由を記載すること）を、令和

6年 2月 19日(月)(17時必着)までに下記提出先に提出してください。 

※ 電話等、口頭での連絡のみでの入学辞退は受け付けません。 

※ 上記期日までに入学辞退手続が完了しなかった場合、本学及び他の国公立大学・学部（独自日程

で入学者選抜試験を行う公立大学・学部を除く）を受験しても合格者となりません。 

「入学辞退届」及び「推薦入学辞退届」提出（問合せ）先  

〒606-8585 京都市左京区松ケ崎橋上町１番地 

京都工芸繊維大学 入試課 学部入試係（窓口受付時間 平日 8：30～17：00） 

TEL：（075）724-7164 E-mail：nyushi@kit.ac.jp 

 

③ 私費外国人留学生入試合格者及び一般選抜合格者の入学辞退 

入学手続完了後に本学への入学を辞退する場合は、令和 6年 3月 29日(金)(必着)までに、入学辞退

届を下記提出先へ郵送または持参してください。なお、やむを得ず提出日が 3月 30日(土)または 31

日(日)となる場合は、メールまたは FAXにて事前に提出の上、原本を郵送してください。 

入学辞退届の様式は任意ですが、受験番号、連絡先、辞退理由、直筆での署名が必要です。 

※ 電話等、口頭での連絡のみでの入学辞退は受け付けません。 

 提出（問合せ）先  

〒606-8585 京都市左京区松ケ崎橋上町１番地 

京都工芸繊維大学 学務課 学務企画係（窓口受付時間 平日 8：30～17：00） 

TEL：(075)724-7133、7123  FAX：(075)724-7120  E-mail：gakumu@jim.kit.ac.jp 

 

④ 入学辞退に係る共通事項 

＊ 入学手続時に学研災等保険料を納入し、令和 6年 3月 31日(日)までに入学を辞退した場合は、申

し出により学研災等保険料を返還します。 

＊ 「入学料免除」、「入学料徴収猶予」の申請をした後に入学辞退をした場合には、入学料免除等の申

請を辞退したものとなり、直ちに入学料を納入していただきます。 

 問合せ先  

学務課 学務企画係 TEL：（075）724-7133、7123 E-mail：edu-p@kit.ac.jp 
  

ダビンチ入試（総合型選抜）については、募集要項に記載のとおり、「合格した場合本学への 

入学を確約できる方」を出願要件としていますので、原則として入学の辞退は認められません。 

学校推薦型選抜については、募集要項に記載のとおり、「合格した場合に、必ず入学することを 

確約できる人」を出願資格としていますので、原則として入学の辞退は認められません。 
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（３）新入生(1年次生)の既修得単位の認定について(希望者のみ) 

本学に入学する前に、出身学校等（大学、短期大学、高等専門学校の専攻科：中途退学も含む）にお

いて、既に修得した単位、または科目等履修生として修得した単位（これらを「既修得単位」といいま

す。）がある場合、その既修得単位について、申請により本学卒業に必要な単位として、最高 60単位ま

で認定することがあります。この認定は、本学の授業科目との関連や教育上有益であるかを審査の上

決定します。 

また、既修得単位の他にも、17ページに記載しているものも認定の対象に含まれます。 

 

既修得単位の認定を希望する場合は、Ｗｅｂ入学手続時に「既修得単位の認定を申請する」を選択の

上、下記の既修得単位の認定関係書類を提出してください。その後必要な具体的な申請の方法等につ

いては、既修得単位の認定を申請した人を対象として、3月末頃に別途メールで案内します。 

提出書類 備 考 提出時期 

(ａ) 

出身学校等の 

学業成績証明書（１部） 

 

科目等履修生の場合は 

単位修得証明書(１部) 

・原本（コピー不可。） 

令和 6年 

3月 27日(水) 

【17時本学必着】 

(ｂ) 

既修得単位の科目の

講義内容が詳述され

ている｢シラバス｣、 

｢履修要項｣等の冊子 

・コピー、Ｗｅｂページを印刷したものでも可。 

（単位認定の希望科目のみ提出してください。） 

・冊子等がなければ認定できない場合があります。 

冊子等は単位認定審査後に返却します。 

※ 上記の書類提出のみでは既修得単位の認定申請は完了しません。後日届くメールの指示に従って

遺漏の無いよう手続を行ってください。 

 

【注意事項】 

・ Ｗｅｂ入学手続時に「既修得単位の認定を申請する」を選択しなかった場合は、既修得単位の認

定を受けられません。 

・ 本制度は１年次生として本学に入学した人に対して、入学時にのみ実施される制度であり、その

後に既修得単位を認定することはありません。 

・ 本制度は、既修得単位の認定を希望する場合に申請を行うものであり、既修得単位の報告を義務

付けるものではありません。したがって、既修得単位があっても、すべて本学の科目を履修する

場合には申請する必要はありません。 

・ 一度認定された科目は、合格再履修が可能な科目を除き、履修することができなくなりますので

注意してください。 

 

その他、既修得単位の認定について質問がある場合は、下記問合せ先にご連絡ください。 

 

 問合せ先  

学務課 学部教務係 TEL：（075）724-7222、7718 E-mail：edu-2@kit.ac.jp 
  



 

- 17 - 

（４）既修得単位の他、認定の対象になるもの 

既修得単位の他、認定の対象となるものは、次の①～⑧があります。 

 

① 大学の専攻科における学修 

② 高等専門学校の課程における学修で、大学において、大学教育に相当する水準を有すると認めた

もの 

③ 専修学校の専門課程のうち修業年限が２年以上のものにおける学修で、大学において、大学教育

に相当する水準を有すると認めたもの 

④ 教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）第６条別表第３備考第４号の規定により文部科学大

臣の認定を受けて大学等が行う講習または公開講座における学修で、大学において、大学教育に

相当する水準を有すると認めたもの 

⑤ 社会教育法（昭和 24 年法律第 207 号）第９条の５の規定により文部科学大臣の委嘱を受けて大

学その他の教育機関が行う社会教育主事の講習における学修で、大学において、大学教育に相当

する水準を有すると認めたもの 

⑥ 図書館法（昭和 25 年法律第 118 号）第６条の規定により文部科学大臣の委嘱を受けて大学また

は短期大学が行う司書及び司書補の講習における学修で、大学において、大学教育に相当する水

準を有すると認めたもの 

⑦ 学校図書館法（昭和 28 年法律第 185 号）第５条第３項の規定により文部科学大臣の委嘱を受け

て大学または短期大学が行う司書教諭の講習における学修で、大学において、大学教育に相当す

る水準を有すると認めたもの 

⑧ 学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもの（防衛大学校、職業能力開発総合大学校、

独立行政法人水産大学校、国立高度専門医療研究センター、気象大学校、海上保安大学校等）に

おける学修で、大学において、大学教育に相当する水準を有すると認めたもの 

 

 既修得単位の他、認定の対象になるものについて質問がある場合は、下記問合せ先にご連絡ください。 

 

 問合せ先  

学務課 学部教務係 TEL：（075）724-7222、7718 E-mail：edu-2@kit.ac.jp 
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【２】その他の手続きについて 

（１）入学料・授業料の免除及び徴収猶予について 

① 各種制度の概要 

 高等教育の修学支援新制度（入学料免除・授業料免除） 

入学料・授業料の減免と、日本学生支援機構給付型奨学金が併せて受けられる制度です。 

経済的に困窮し(新型コロナウイルス感染症の影響等により家計急変し、収入が減少した場合を含

む)、家計基準(収入金額、資産額)及び学力基準(学業成績、学修意欲)等の条件を満たす人に対し、

申請に基づき、入学料及び授業料の全額または一部(3分の 2または 3分の 1)が免除されます。 

※ 令和 6年度より多子世帯の中間所得層への支援拡大が予定されています。文部科学省より通知

があり次第、下記の学生情報ポータル等でお知らせします。 

https://www.gakumu.kit.ac.jp/ead/ead_portal/ 

※ 「高等教育の修学支援新制度」の詳細については下記サイトをご確認ください。 

入学前に高等学校等で予約採用として申請する他、入学後に大学で申請することも可能です。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm 

 入学料徴収猶予 

 授業料徴収猶予 

経済的に困窮し(新型コロナウイルス感染症の影響等により家計急変し、収入が減少した場合を含

む)、入学料・授業料の納入が困難である場合、申請に基づき選考の上、令和 6年 7月の本学が指定

する日まで納入が猶予される制度です。 

※ 外国籍の方は利用できる制度が異なるため、下記問合せ先にご連絡ください。 

 問合せ先  

学生支援・社会連携課 経済支援係 TEL：（075）724-7143 

 

② 各種制度の申請手続期間等 

 高等教育の修学支援新制度（入学料免除・授業料免除） 

 入学料徴収猶予 

【仮申請】として、Ｗｅｂ入学手続時に「入学料免除または入学料徴収猶予を申請する(学生教育研

究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険料のみ納入する)」を選択回答し、その後、【本申請】の

期間内に必要な申請書類を提出してください。（【仮申請】のみでは申請手続は完了しません。） 

【仮申請】（Ｗｅｂ入学手続による登録）：各入試区分の入学手続期間（表紙参照） 

【本申請】（Ｗｅｂ入力及び申請書類の提出）：令和 6年 3月 

※ 申請方法・申請期間等の詳細については、「申請要項注」をご確認ください。 

※ 上記手続の他、入学後に日本学生支援機構給付型奨学金に関する手続を行う必要があります。

21ページを参照の上、遺漏の無いよう手続を行ってください。必要な手続を行わない場合、 

入学料及び授業料免除の審査対象となりませんのでご注意ください。 

 授業料徴収猶予 

令和 6年 3月 

※ 申請方法・申請期間等の詳細については、「申請要項注」をご確認ください。 

注） 各制度の申請手続の詳細については、「申請要項」で確認してください。「申請要項」は、下記サイト

にてダウンロードいただける他、学生支援・社会連携課 経済支援係でも配架します。 

ただし、「授業料徴収猶予」の「申請要項」の公開時期は、令和 6年 1月下旬です。 

 本学ホームページ（トップページ→学生生活→生活支援→入学料及び授業料免除・徴収猶予）： 

https://www.kit.ac.jp/campus_index/life_fee/ 
  

https://www.gakumu.kit.ac.jp/ead/ead_portal/
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm
https://www.kit.ac.jp/campus_index/life_fee/
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③ 注意事項 

・ 入学料を納入した後に、「入学料徴収猶予」の申請はできません。 

・ 「高等教育の修学支援新制度」、入学料徴収猶予の申請をした後に、入学辞退をした場合には、

当該申請を辞退したものとなりますので、直ちに入学料を納入していただきます。 

・ 高等教育の修学支援新制度申請後、判定結果が不許可または一部免除となった人は、本学が指定

する納入期日までに入学料を納入しなくてはいけません。また、入学料徴収猶予の申請後は、

本学が指定する納入期日までに入学料を納入しなくてはいけません。指定期日までに入学料の

納入が確認できなかった場合、除籍となります。 

    

 提出（問合せ）先  

〒606-8585 京都市左京区松ヶ崎橋上町１番地  

京都工芸繊維大学 学生支援・社会連携課 経済支援係 

TEL：（075）724-7143 
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（２）奨学金について 

① 日本学生支援機構奨学金（外国人留学生を除く） 

独立行政法人日本学生支援機構による奨学金制度です。学業、人物ともに優秀で経済的理由のため修学

困難と認められる場合は、願い出により選考の上、奨学金の給付や貸与を受けることができます。 

奨学金を希望する場合は、下記いずれかの手続を行ってください。 

(ア) 高校等で予約採用に申請し、奨学生採用候補者として決定している人 

本学入学後に、「奨学生採用候補者決定通知書」等、本学が指定する書類を提出後、インターネット

入力により、「進学届」を提出してください。手続の詳細は、3月下旬から 4月初旬頃に学生情報ポ

ータルにてお知らせします。 

(イ) 本学入学後に日本学生支援機構奨学金（給付型・貸与型）を申請する人 

本学入学後の 4月中旬に大学にて申請受付を行います。詳細は決定次第、学生情報ポータル及び本

学ホームページに掲載しますので、適宜確認してください。 

（注意事項） 

※ 日本学生支援機構給付型奨学金の採用候補者として決定している人、または本学入学後に日本

学生支援機構給付型奨学金を申請予定の人は、「高等教育の修学支援新制度(入学料免除・授業

料免除)」の申請が必要です。18ページを参照の上、手続を行ってください。 

※ 入学手続時に「高等教育の修学支援新制度(入学料免除・授業料免除)」に申請した人は、給付

型奨学金について、上記(ア)、(イ)いずれかの手続が必要です。 

【在学猶予について】 

本学入学までに日本学生支援機構奨学金を受けている（いた）人のうち、本学在学中の奨学金の返還猶

予を希望する場合は、本学入学後、インターネット入力により「在学猶予願」を提出してください。手続

の詳細は、4月初旬に学生情報ポータルにてお知らせします。 
 

 

 

② 地方公共団体及び民間育英団体の奨学金 

本学に募集の通知があれば、都度、学生情報ポータル及び本学ホームページに掲載します。希望する場

合は、各種情報サイトを確認の上、期限までに申請してください。 

なお、外国人留学生向けの奨学金については、本学ホームページ及び国際課の掲示板に掲載します。 

 学生情報ポータル：https://www.gakumu.kit.ac.jp/ead/ead_portal/ 

 日本学生支援機構奨学金：https://www.kit.ac.jp/campus_index/life_fee/scholarship/jassoscholarship/ 

 地方公共団体及び民間育英団体の奨学金：https://www.kit.ac.jp/campas_index/life_fee/scholarship/minkanscholarship/ 

 外国人留学生向け奨学金(日本語)：https://www.kit.ac.jp/international_index/current_student/ 

 外国人留学生向け奨学金(英語)：https://www.kit.ac.jp/en/prospective_student/scholarships/ 

 

その他、奨学金について質問がある場合は、下記問合せ先にご連絡ください。 

 問合せ先  

学生支援・社会連携課 経済支援係 TEL：(075)724-7143 

ただし、外国人留学生向けの奨学金は、国際課 留学生係 TEL：(075)724-7131 
  

https://www.gakumu.kit.ac.jp/ead/ead_portal/
https://www.kit.ac.jp/campus_index/life_fee/scholarship/jassoscholarship/
https://www.kit.ac.jp/campas_index/life_fee/scholarship/minkanscholarship/
https://www.kit.ac.jp/international_index/current_student/
https://www.kit.ac.jp/en/prospective_student/scholarships/
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（３）通学について 

① 通学方法及び経路等の登録について 

入学後の通学経路が既に確定している場合は、Ｗｅｂ入学手続時に登録を完了してください。

通学経路が未確定の場合は、令和 6 年 4 月上旬の新入生オリエンテーションでご案内する方法に

従って、通学方法及び経路等を登録してください。 

この「通学登録」は、通学経路の届出と、通学途上での事故等による傷害を補償の対象とした学

生教育研究災害傷害保険の通学届を兼ねていますので、徒歩・自転車等により通学する場合も全

員が登録してください。 

なお、下宿先や通学に利用する交通機関等が決定していない場合は、決定次第、登録を行ってく

ださい。また、住所や通学方法を変更する場合も必ず登録を行ってください。 

 

     問合せ先  

・通学方法について  学生支援・社会連携課 学生生活係 TEL：（075）724-7144、7147 

・住所変更について  学務課 学務調査係        TEL：（075）724-7125 

 

 

② 通学定期乗車券の購入について 

通学のため、「通学定期乗車券(電車・バス等)」を購入する場合は、各交通機関の定期券販売窓

口で「学生証」と「通学定期乗車券購入証」を提示する必要があります。 

「通学定期乗車券購入証」は、令和 6 年 4 月上旬の新入生オリエンテーションで「学生証」と

共に交付します。（必要事項を記載した後、通学定期乗車券の購入が可能となります。） 

なお、「通学証明書」を必要とする交通機関がある場合は、学務課前の自動証明書発行機にて発

行してください。 

 

     問合せ先  

学生支援・社会連携課 学生生活係 TEL：（075）724-7144、7147 

 
 

③ 自転車・バイクの利用について 

   本学では、キャンパス内における交通安全の確保及び学外者による無断駐輪を防ぐため、登録

手続を行い所定の料金を納めた学生に対し、学内での駐輪・駐車を許可しています。手続方法は入

学後に案内します。 

 なお、キャンパス内は、教育・研究環境の保全のため交通規制を行っており、バイク・自転車で

キャンパス内を移動すること、指定した門以外から入構すること、指定の場所以外に駐輪するこ

とを禁止しています。また、自動車の入構は禁止しています。指定の駐輪場所については、25 ペ

ージの案内図を参照してください。 

 

     問合せ先  

学生支援・社会連携課 学生生活係 TEL：（075）724-7144、7147 
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④ 自転車損害保険等の加入について 

京都府内で自転車を利用する者（府外からの通学者も含む）は、京都府・京都市の条例により、

「自転車損害保険等」への加入が義務付けられています。詳細については、下記サイトをご確認く

ださい。 

 京都市サイクルサイト：https://kyoto-bicycle.com/insurance 

近年、自転車事故による高額賠償事例が相次いでいることを踏まえ、本学では、下記３つの補償

内容を満たす保険に加入することとしています。 

 賠償責任補償限度額（対人）が１億円以上 

 示談交渉サービス付き 

 賠償保証の対象となる後遺障害の制限なし 

 

なお、12ページで詳述している「学研災付帯賠償責任保険」は、京都府・京都市が定める「自転車

損害保険等」ではありませんので、留意してください。 

 

 問合せ先  

学生支援・社会連携課 学生生活係 TEL：（075）724-7144、7147 

 

 

⑤ その他 
   自動車で通学することは、禁止しています。 

  

https://kyoto-bicycle.com/insurance
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（４）住まいについて 

① 松ヶ崎学生館 
本学学生及び提携大学の留学生の居住用施設として、松ヶ崎キャンパス西隣に設置された学生

向け住居です。松ヶ崎学生館は、本学の協力のもと、株式会社ジェイ・エス・ビーにより管理・運

営されています。 

同館への入居を希望の方は、同社関連の UniLife 松ヶ崎北山通店へお問合せください。なお、

同店舗では、松ヶ崎学生館以外の住まいも取り扱っています。 

 本学ホームページ（トップページ→学生生活→生活支援→住まい）： 

https://www.kit.ac.jp/campus_index/life_fee/house/ 

 松ヶ崎学生館（UniLifeホームページ内）： 

https://unilife.co.jp/view/10846/ 

  

 問合せ先  

UniLife松ヶ崎北山通店（フリーダイヤル 0120-998-521、0120-001-242） 

    店舗 URL：https://unilife.co.jp/search/school/pref_id:26/school_id:10080/ 
 

 

 

② その他の住まい 
ワンルームマンション、アパート等の物件に関する情報は、株式会社学生情報センター京都今

出川店（本学業務委託事業者）へお問合せください。 

 本学ホームページ（トップページ→学生生活→生活支援→住まい）： 

https://www.kit.ac.jp/campus_index/life_fee/house/ 

  

 問合せ先  

株式会社学生情報センター京都今出川店（フリーダイヤル 0120-356-546） 

    店舗 URL：https://749.jp/store/imadegawa/ 
 

 

 

（５）アルバイトの紹介について 

アルバイトを必要とする学生のために、専用サイトを設けてアルバイトを紹介しています。 

 本学ホームページ（トップページ→学生生活→生活支援→アルバイトの紹介）： 

https://www.kit.ac.jp/campus_index/life_fee/work/ 

※ 外国人留学生が、アルバイトをするためには、資格外活動許可が必要です。 
  

https://www.kit.ac.jp/campus_index/life_fee/house/
https://unilife.co.jp/view/10846/
https://unilife.co.jp/search/school/pref_id:26/school_id:10080/
https://www.kit.ac.jp/campus_index/life_fee/house/
https://749.jp/store/imadegawa/
https://www.kit.ac.jp/campus_index/life_fee/work/


 

- 24 - 

【３】個人情報の利用について 

（１）入学手続を通じて取得した個人情報の利用について 
 
個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という）に基づき、本学が入学手続を通じ

て取得した個人情報の利用については、次のとおりです。 

（ア） 学籍管理等の修学に係る業務、入学料及び授業料徴収等の納付金管理に係る業務並びに健

康診断等の保健管理に係る業務、附属図書館における延滞図書の返却督促に係る業務、災

害時の安否確認に係る業務で利用します。 

（イ） 入学者選抜で取得した成績等の個人情報を入学料免除及び授業料免除並びに奨学生選考

等の修学支援に係る業務で利用します。 

（ウ） 入学者選抜で取得した成績等の個人情報を個人が特定できない形で統計処理等の付随す

る業務並びに本学における入学者選抜に関する調査研究で利用します。 

（エ） 入学手続者及び保証人の住所・氏名等は、特段の申し出のない限り、承諾されたものとし

て学生後援会及び同窓会に会員管理を目的とする利用のためデータを提供します。 

※ 本学の入学手続を通じて取得した個人情報は、個人情報保護法第 69 条に規定されている場合を

除き、入学手続者本人の同意を得ることなく上記（ア）から（エ）以外の目的で利用または第三

者に提供することはありません。 

 

 

（２）保証人への成績通知について 
 
成績表を次の要領で保証人の方々へお知らせします。 

目 的 修学に関する状況を保証人へ周知することにより、教育効果の一層の向上を図るため。 

通知時期 【前学期成績】10月中旬  【後学期成績】翌年 5月下旬 

通知方法 Ｗｅｂ入学手続で登録された保証人宛に普通郵便にて発送します。 

その他 特に申し出のない場合は、承諾されたものとして、上記のとおり発送します。 

 

 問合せ先  

学務課 学務調査係 TEL：（075）724-7117、7125 

 

 

【４】障害等を理由とする修学上の支援について 

本学では、身体や感覚機能に障害を持つ学生、修学面でコミュニケーション等に困難を抱える学生、

その他さまざまな修学上の問題を抱える学生の支援を行っています。 

支援を希望する方は、下記の窓口にご相談ください。 

 

 相談窓口  

アクセシビリティ・コミュニケーション支援センター 

TEL（075）724-7145 E-mail csr@jim.kit.ac.jp 
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【６】入学宣誓式等の日程について 

入学宣誓式及び新入生オリエンテーション等の情報は、令和 6年 2月下旬頃に本学ホームページ上

で公開しますので、全員必ず出席してください。日時等を変更する場合も下記サイトに掲載しますの

で、こまめに確認するようにしてください。 

 本学ホームページ（トップページ→入試情報→その他→令和 6年度 4月入学予定の皆様へ）： 

https://www.kit.ac.jp/incomingstudent_events/ 

 

 

【７】パソコンとインターネット環境の準備について 

本学では、レポートの作成でパソコンを使用したり、作成したレポートをインターネットを通じて

大学の専用フォームに提出したりする機会が多くあります。 

また、講義は原則対面で実施していますが、教育効果をより高める目的で一部はオンラインで実施

しています。 

入学後の学修に備えて、パソコンと光回線等の高速なインターネット接続や、データ通信容量制限

等制約のない通信環境をご準備されますようお願いします。 

 

 

【８】よくあるお問合せについて 

Q. 入学手続書類の提出は、持参・郵送のどちらでも良いでしょうか？ 

A. 原則郵送での提出をお願いします。やむを得ない事情がある場合のみ、各入試区分の入学手続期

間最終日の窓口受付時間に持参ください。 

 

Q. 窓口受付以外の日に入学手続書類を持参しても良いでしょうか？ 

A．窓口での受付は入学手続期間の最終日のみです。窓口業務の混乱を避けるための措置ですので、

ご理解ください。 

 

Q. 下宿先が決定していない場合、Ｗｅｂ入学手続の学籍データ入力では、「3-1-2～3-1-4」はど

のように入力すれば良いでしょうか？ 

A．下宿先が決定していない場合は、現住所を登録してください。 

令和 6年 4月上旬開催の新入生オリエンテーションで学籍データの変更方法を案内しますので、

その際に新住所へ変更してください。 

 

Q．Ｗｅｂ入学手続サイトの URLを入力しましたが、サイトが見つかりません。 

A．検索サイトの検索バーに URLを入力していませんか？ URLは、URLバーに入力する必要があ

ります。検索バー及び URLバーの位置は、機種やブラウザによって異なりますので、ご自身で

確認してください。 

 

  

https://www.kit.ac.jp/incomingstudent_events/
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【９】問合せ先一覧 
   

事 項 担 当 電話番号 

入学手続に関すること 
学務課 学務企画係 
E-mail：gakumu@jim.kit.ac.jp 

(075)724-7133 
(075)724-7123 

既修得単位の認定に関すること 
学務課 学部教務係 
E-mail：edu-2@kit.ac.jp 

(075)724-7222 
(075)724-7718 

入学料及び授業料免除、入学料及び 
授業料徴収猶予に関すること 

学生支援・社会連携課 経済支援係 
E-mail：shogaku@jim.kit.ac.jp 

(075)724-7143 

奨学金に関すること 

進路・就職に関すること 
学生支援・社会連携課 
キャリア支援・社会連携係 
E-mail：shushoku@jim.kit.ac.jp 

(075)724-7149 

通学登録及び通学定期乗車券の購入 
に関すること 

学生支援・社会連携課 学生生活係 
E-mail：stu_seikatu@jim.kit.ac.jp 

(075)724-7144 
(075)724-7147 

アルバイトの紹介に関すること 

学生教育研究災害傷害保険制度に 
関すること 

住まいに関すること 

UniLife松ヶ崎北山通店 
0120-998-521 
0120-001-242 

株式会社学生情報センター京都今出川店 0120-356-546 

海外留学に関すること 

国際課 留学生係 
E-mail：ses@jim.kit.ac.jp 

(075)724-7132 

留学生の奨学金に関すること 
(075)724-7131 
(075)724-7188 

入学試験に関すること 
入試課 学部入試係 
E-mail：nyushi@kit.ac.jp 

(075)724-7164 

授業料の納入に関すること 
会計課 出納係 
E-mail：kitsuitou@jim.kit.ac.jp 

(075)724-7050 

障害等を理由とする修学上の支援に 
関すること 

アクセシビリティ・コミュニケーション
支援センター 
E-mail：csr@jim.kit.ac.jp 

(075)724-7145 

住所 : 〒 606-8585  京都市左京区松ヶ崎橋上町１番地 
問合せ受付時間：月～金（祝日除く）の 9時～12時、13時～17時 

 


